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地域連携による事業継続計画策定促進事業実施業務の委託に係る 

公募型企画提案実施要領 

１ 事業目的 

近年の自然災害の頻発化、激甚化により、市内中小企業の事業継続に関するリスクが増大して

おり、災害時の備えとして、ＢＣＰ（Business Continuity Plan：事業継続計画）策定の推進が

喫緊の課題となっている。本市においても、令和元年１０月の台風１９号により、市内中小企業

が深刻な被害を受けたところだが、小規模事業者ほどＢＣＰの策定率は低い現状にある。 

本事業において、令和２年度より３か年の間に、地域で連携したＢＣＰ策定を進め、地域課題

の解決につなげるとともに、その取組を市域に波及させる。単独ではＢＣＰ策定が難しい事業者

の支援を行うことで、地域の防災力を高めるとともに企業活動の継続を促進し、本市産業の強靭

化に繋げる。 

２ 公募の内容 

(1) 業務の名称 

地域連携による事業継続計画策定促進事業実施業務 

(2) 業務の概要（※詳細は「６ 委託業務の内容」参照） 

ア 団体の事業継続計画策定に向けた研修の開催 

イ 緊急時行動計画の策定及び実地の訓練の実施 

ウ 研修参加者へのフォローアップの実施 

エ 市域への波及に向けたプロモーションの企画・運営 

 (3) 委託期間 

契約締結日から令和５年３月２４日（金）まで 

(4) 履行場所 

川崎市 他 

(5) 参考価格 

１３，８４４千円（消費税及び地方消費税含む） 

（内訳）令和３年度 ６，９２２千円 

    令和４年度 ６，９２２千円 

(6) 選考方法 

企画提案方式による提案審査 

※複数の選考委員が、応募者から提出された応募書類と提案会でのプレゼンテーションにつ

いて審査を行い、採択する企画を決定する。公募内容や応募資格に合致していない企画は

選考対象外とする。 

(7) 参加意向申出書・企画提案書類の受付期間 

参加意向申出書受付：令和３年２月１日（月）～２月１０日（水） 

企画提案書受付  ：令和３年３月３日（水）～３月５日（金） 

３ 参加者の資格要件 
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次の条件をすべて満たしていること。 

(1) 本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに民間のいずれかにおける実績がある者 

(2) 法人格を有する者 

(3) 令和３・４年度川崎市業務委託有資格名簿において「９９ その他業務」「９９ その他」へ登

載されている者。ただし、契約締結までに登載が見込まれる場合はこの限りではない。 

(4) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止期間中でない者 

(5) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でない者 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立がなされていない者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされていない

者 

(7) 団体又はその代表者が市区町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

(8) 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団

経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することのない者 

(9) 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５条）第２３条第１項又は第２項の規

定に違反しない者 

４ スケジュール（予定） 

(1) 公募要領の公表 

令和３年２月１日（月） 

(2) 参加意向申出書の受付 

令和３年２月１日（月）～２月１０日（水） 

(3) 参加資格要件の確認通知 

令和３年２月１６日（火） 

(4) 企画提案に関する質問書の受付期間 

令和３年２月１７日（水）～２月１８日（木） 

(5) 質問書に対する回答 

令和３年２月２４日（水） 

(6) 企画提案書等の受付期間 

令和３年３月３日（月）～３月５日（水） 

(7) 提案会（ヒアリング） 

令和３年３月１２日（金）（予定） 

(8) 審査結果発表及び通知 

令和３年３月中旬（予定） 

(9) 契約 

令和３年４月１日（予定） 

５ 担当部局 

川崎市経済労働局産業振興部工業振興課ものづくり・ＩＣＴ支援係 

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 11-2 
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川崎フロンティアビル 10 階  

電 話（直通）：044-200-2324 FAX：044-200-3920  

  メールアドレス：28kogyo@city.kawasaki.jp 

６ 委託業務の内容 

対象団体の事業者の連携による事業継続計画策定促進、その取組の市域への波及についての企

画・運営を行う。 

(1) 対象団体の事業継続計画を策定することを目的とした研修の開催 

ア ５回以上開催する。 

イ 団体間の共同開催を可能とする。 

ウ 原則として各団体１回以上参加するものとする。ただし、対象団体の意向によってはその

限りではない。 

エ 定員は各回３０名程度とする。 

オ 開催時期、開催場所、対象者、開催テーマ等については、市及び対象団体と協議の上で決

定する。 

(2) 対象団体において、緊急時行動計画を策定するとともに、実地の訓練を実施する。  

  ア ３回以上開催する。 

  イ 団体間の共同開催を可能とする。 

  ウ 開催時期、内容、対象者については、市及び対象団体と協議の上、決定する 

(3) 研修参加者等へのフォローアップの実施 

ア （１）の研修参加者及び（２）の訓練参加者に対し、電話やメール等での質疑応答による

フォローアップを行う。 

イ 必要に応じて、訪問での対応を行う。 

(4) 市域への波及に向けて、効果的なプロモーションを企画・運営する。 

ア 対象団体での取組を市内の他団体等へ広めるため、地域連携による事業継続計画策定のた

めのガイドラインを作成する。 

イ ガイドラインを活用した研修会を１回以上開催する。（定員１００名程度） 

ウ 研修会の開催時期、開催場所、オンライン活用、対象者、開催テーマ等については、市と

協議の上で決定する。 

エ アからウに加え、効果的なプロモーションを市と協議の上、企画・運営する。 

(5) 年度ごとの実施回数は表のとおりとする。 

  令和３年度 令和４年度 

（１）研修 
合計５回以上 合計３回以上 

（２）訓練 

（３）フォローアップ １０回程度 １０回程度 

（４）ガイドライン研修 なし １回以上 
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７ 企画提案に求める主な内容 

仕様書「２ 目的」にある通り、本市では事業継続計画策定促進事業として３か年程度を想定

しており、本提案においては、令和２年度に実施した別紙「基礎的調査結果等」を参考にしてく

ださい。 

なお、受託者には、令和２年度の事業報告書及び各種調査結果のデータ等を提供することとし

ます。 

(1) ２か年における取組方針、着眼点、スケジュールについて提案してください。 

(2) 研修の開催について、内容、想定する講師、運営上の工夫、研修による効果等を具体的に提

案してください。 

(3) 研修参加者へのフォローアップについて、フォローアップの内容、手法等を具体的に提案し

てください。 

(4) 訓練の実施について、内容、運営上の工夫、効果等を具体的に提案してください。 

(5) 市域への波及に関する具体的な手法、工夫、効果等を具体的に提案してください。 

(6) 本募集要領では、現時点で想定しているものを掲げていますが、これに捉われず地域に立地

する企業間の連携による事業継続計画策定促進に資する企画案があれば、積極的に提案してく

ださい。 

(7) その他、次の点を明確にしてください。 

ア 本事業を円滑に実施するための組織体制、主な事業実績 

イ 業務の一部を委託する場合は、その旨を明示すること。 

８ 企画提案の流れ 

(1) 参加意向申出書の提出 

ア 提出期限 令和３年２月１日（月）～２月１０日（水） 

※受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

イ 受付場所 ５の担当部局と同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 参加意向申出書（別添様式１） 

(ｲ) 業務実施体制・主な事業実績（別添様式２） 

(ｳ) 誓約書（別添様式３） 

(ｴ) 市区町村税に滞納がないことの証明書（法人市民税納税証明書等） 

エ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。提出期限の午後５時までに必着

のこと。）により提出すること。 

オ 参加資格確認の結果通知 

(ｱ) 令和３年２月１６日（火） 

(ｲ) 参加意向申出書の提出期間終了後、参加者が参加資格を満たす者であるかを確認し、その

結果を電子メールで通知する。 

(ｳ)参加資格なしとの通知を受けた者は、書面によりその理由に対する説明を求めることがで

きる。ただし、その期間は通知を受け取った日から７日以内とする。 
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(2) 質問書の受付 

ア 受付期間 令和３年２月１７日（水）～２月１８日（木）午後５時までに必着のこと。

イ 受付場所 ５の担当部局と同じ 

ウ 質問方法 

(ｱ) 質問の内容を質問書（別添様式４）により、担当部局へ送付すること。 

(ｲ) 質問書は、ＦＡＸ、電子メールいずれかの方法で受け付けるが、送信後に担当部局に質問

書が到達したことを確認すること。 

(ｳ) 電話による質問には、回答しない。 

(ｴ) 期間外の質問は受付しない。 

エ 回答方法 

受付期間に寄せられた質問及びそれに対する回答については、令和３年２月２４日（水）

までに応募者全員に対して電子メールにて送信する。 

(3) 企画提案書等の提出 

ア 提出期間 令和３年３月３日（水）～３月５日（金）（必着） 

※受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

イ 提出場所 ５の担当部局と同じ 

ウ 提出書類 

(ｱ) 企画提案書                 ７部 

(ｲ) 見積書（年度別）              １部 

(ｳ) 会社概要（パンフレット等）         ７部 

エ 企画提案書の様式等 

(ｱ) 企画提案書の様式は任意とするが、提案書については、Ａ４版片面印刷で、表紙を除き  

１０ページ以内とすること。 

(ｲ) 提案以外の内容は記述しないこと。 

(ｳ) 文章の文字サイズは１０．５ポイント以上とする。ただし、図の解説や語句の注釈等につ

いては８ポイント以上とする。 

オ 見積書作成上の注意 

見積書の様式は任意とするが、「２ 公募の内容 （２）業務の概要」の各項目について作

成すること。見積は、年度別に、人件費については業務内容毎の工数、直接経費については

費目ごとの金額を示し、その積算根拠についても記載すること。 

カ 業務実施体制・主な事業実績について 

(ｱ) 別添様式２に会社概要、業務実施体制及び同種・類似の業務実績を記載すること。 

(ｲ) 職員数については、正社員及びそれに準ずる社員数を記載すること。（臨時職員は除く。） 

(ｳ) 同種の業務実績を川崎市、他の官公庁、民間含めて記載すること。 

キ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。受付期間最終日の午後５時まで

に必着のこと。）により提出すること。 

ク 企画提案書等の取扱い 

(ｱ) 提出された企画提案書等は、返却しないものとする。 
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(ｲ) 提出期限後は、企画提案書等の差替え、変更又は追加は不可とする。 

(ｳ) 企画提案書等は、あくまでも本業務の委託にあたり知識、経験等があるがどうかを見る資

料であり、企画提案書に記載の内容は尊重するが、全ての提案内容が契約に反映されるとは

限らない。 

(ｴ) 企画提案書の受領後、本市が必要と判断した場合には、補足資料を求めることがある。 

９ 選定方法 

企画書の内容や実績等、提案会でのプレゼンテーションについて総合的な判断を行った上で採

択を決定する。公募内容や応募資格に合致していない企画は選考対象外となる。 

(1) 企画提案選定委員会の設置 

ア 川崎市経済労働局内に企画提案選定委員会を設け、企画提案の内容審査により順位付けを

行い、最優秀者と次点者を選定する。 

  基準点は満点の６割以上とし、基準点を超えた業者について適正に判断する。 

  なお、採点の結果、最も高い総合点を獲得した業者が複数の場合（同点の場合）は、次の

順で業者を選定するものとする。 

(ｱ) １位の点数をつけた委員が多い提案を採用する。 

(ｲ) (ｱ)で選定されない場合、各提案において、１番高い点数と１番低い点数を除外した合計

得点が高い提案を行った業者を選定する。 

イ 会議の公開 

企画提案選定委員会は、川崎市審議会等の公開に関する条例（平成１１年３月１９日条例

第２号）第５条第３号の規定に基づき非公開とする。 

(2) 提案会（ヒアリング）の実施 

提案事業者は、事前に提出した書類に基づき３０分程度のヒアリング（プレゼンテーション

２０分、質疑１０分程度）を実施する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合は、速やかに連絡する。 

ア 開催日時  令和３年３月１２日（金）（予定） 

イ 開催場所  川崎市役所第４庁舎第１会議室（予定） 

ウ 注意事項 

(ｱ) 説明時間等は後日通知する。 

(ｲ) プロジェクター、モニター等の機器、事前提出書類以外の資料の使用は不可とする。 

(3) 選定基準 

ア 事業目的の理解度 

(ｱ) 業務目的を十分に理解し、要領に沿った提案となっているか。 

(ｲ) 事業目的に沿った十分な成果が見込めるか。 

イ 企画提案の内容（重点項目） 

(ｱ) 提案者の強みを活かした工夫（独創性）がみられるか。 

(ｲ) 適切なスケジュールとなっているか。 

ウ 専門的知識・能力・ネットワーク（重点項目） 

(ｱ) 事業実施に必要な専門的な知識・能力・ネットワークを有しているか。 
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エ 事業実績 

(ｱ) 過去に同種、類似業務を行った経験を有しているか。 

オ 本市の現状についての理解度 

(ｱ) 本市の状況を理解しているか。 

カ 事業実施体制 

(ｱ) 事業実施に必要な体制及び経理事務の的確な処理体制を有するか。 

(ｲ) 業務の実施計画に無理がないか。 

キ 事業費 

(ｱ) 企画提案内容に対して、見積金額が妥当か。 

(ｲ) 提案内容に無駄がないか。 

１０ 結果通知 

(1) 結果通知  令和３年３月中旬 

(2) 通知方法等 

ア 審査結果は、文書により全ての参加者に通知する。 

イ 電話等による問合せには、一切応じないものとする。 

１１ 業務の委託 

(1) 選定委員会により選定された最優秀者と仕様の細部や契約金額等について協議し、協議が成

立した場合には、当該業務に係る随意契約を締結する。この場合において、改めて仕様書を作

成し、見積書の提出を求めることとする。 

(2) 契約にあたっては、企画提案書に記載の内容は尊重するが、全ての提案内容が反映されると

は限らないことに留意すること。 

(3) 最優秀者との協議が不調となった場合には、次点者を随意契約の協議の相手方とする。 

１２ 失格事由 

次の事由に該当する場合は、失格とする。 

(1) 企画提案書が提出期限内に提出されなかった場合 

(2) 企画提案書の内容に虚偽の記載がある場合 

(3) 企画提案書の提出後、「３ 参加者の資格要件」に定める用件を満たさなくなった場合 

(4) 他の参加者の協力者となった場合 

(5) その他、本実施要領に定める手続、方法等を遵守しない場合 

１３ その他留意事項 

(1) 企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

(2) 当該発注に関する一切の手続きは日本語にて行うこととし、使用する通貨は円とし、契約書

を作成する。 

(3)当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。 



別　紙

令和２年度　地域連携による事業継続計画策定促進事業
　　　　　　　　　基礎的調査結果等






































